
平成 30年度参与会議の進め方について 

平成 30年７月 24日 

１．海洋政策の工程管理の推進等 

○海洋基本計画の着実な推進を図るため、以下の点を踏まえつつ、工程表等に基

づく工程管理の進め方等について、参与会議全体で審議することを原則とする。 

・工程表の作成単位となる施策群毎に目標やその達成に向けた取組内容、スケ

ジュール、実施体制等が具体的に記載されているか。他の関連する計画等と

の整合性が図られているか。

・工程表に基づく施策の実施に必要な予算・資源等が確保されているか

○参与会議全体での議論の状況を踏まえた上で、必要な場合には主要施策に関し

て担当する参与を決めるとともに、その下で集中的な議論を行う場（ワーキン

ググループ）を設けることができる。

○上記の審議結果を踏まえて関係府省は工程表等の見直しを行い、適切な方法に

より公表する。また、工程表や年次報告を活用しつつ、海洋政策について関係

者等との意見交換の場を設けることを検討する。

２．プロジェクトチーム（PT等）方式 

○MDAを活用した国境離島の状況把握等

○北極政策

○海洋プラスチックごみ対策

３．スタディグループ方式 

○シーレーン諸国との海洋産業協力の深化

○海洋科学技術

４．プラットフォーム方式 

○ニッポン学びの海プラットフォーム

○海洋資源開発技術プラットフォーム

５．参与会議への報告 

○自動運航船への取組状況（報告者：関係省庁）

○SDG14への対応状況（報告者：関係省庁）

○島嶼国問題への取組状況（報告者：有識者等）

○MDA（データ交換）（報告者：内閣府海洋政策推進事務局）

以 上 
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資料３－１ 

PDCAサイクルを活用した工程管理について（案） 

２０１８年７月２４日 

総合海洋政策推進事務局 

１． 総合海洋政策推進事務局は、参与会議に対して、個別施策評価書及び工程表に基づ

く工程管理の進め方やそのスケジュールについて説明し、その審議結果を踏まえて、

関係府省が協力して工程管理を実施する。 

別紙１ PDCAサイクルの実施内容・スケジュール等 

注：前回参与会議における御意見を反映し、個別施策評価書に関する審議結果を、

工程表の自己評価や見直し等に反映させるよう資料を修正 

２． PDCAサイクルによる工程管理のベースとなる個別施策評価書及び工程表 

（１）関係府省は、海洋基本計画の実現に向けた工程を明確にし、それに則して取組み、

実施状況等を評価し、それを基に工程を手直ししながら進めるという PDCAサイクル

を実施するための基礎として、個別施策評価書及び工程表を作成する。

別紙２ 個別施策評価書の様式 

別紙３ 工程表の様式 

（２）工程表の作成のベースとなる施策群及び指標

関係府省は、参与会議の審議結果を踏まえながら、施策群及び指標（案）を基に

工程表（案）を作成する。なお、指標については、施策群毎に最低限一つ以上を

選定するとともに、施策の進捗状況や諸情勢の変化等も踏まえ、より適切なもの

への変更や新たに追加設定を行うことができる。 

別紙４ 施策群、目標及び指標 

３． 参与会議における審議等 

（１）工程表及び個別施策評価書に関して、以下の観点にも留意しつつ、参与会議全体で

審議を行う。

ア 工程表

・ 施策群毎に、目標やその達成に向けた取組内容、スケジュール、実施体制等が

具体的に記載されているか

・ 他の関連する計画等との整合性が図られているか

・ 目標達成に向けた状況を俯瞰的・定量的に把握するための指標の設定が適切で

あるか、指標を踏まえて施策の達成状況等を的確に分析可能か

・ 工程表の実施に必要な予算・資源等が確保されているか

・ 進捗状況や課題等を踏まえて、工程表の見直しが行われているか

・ 特に、海洋基本計画策定以降に具体化した新たな動き（例えば、海岸漂着物処

理推進法の改正、沖合域における海洋保護区の設定に向けた検討会、規制改革

推進に関する第 3次答申（水産制度の改革関係）、各種長期計画の改訂等）を踏

まえ、今後の取組予定等が工程表に記載されているか。
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イ 個別施策評価書

・ 計画に記載した施策を的確に実施しているか

・ 具体的な成果が現れているか

・ 進捗状況や課題等を踏まえて、施策の実施手法等の見直しが行われているか

（２）大凡の年間スケジュール等

時期 参与会議における審議事項 左記審議結果を踏まえた対応 

2018年 

７月 24日 工程管理の進め方 左記を踏まえて、関係府省

が連携して工程表(案)を作成 

９月中旬 概算要求も踏まえつつ作成した工程

表（案）に基づき審議 

工程表（修正案）の作成 

１０月 工程表（修正案）の内容確認等 所要の修正後に公表 

2019年以降 

２月 個別施策評価書(暫定案) 

６月 個別施策評価書(案)  所要の修正後に公表 

９月 （２年度目）工程表(案) 所要の修正後に公表 

注１：参与会議においては、原則として個別施策評価書及び工程表を共に提示して審議 

注２：2020年以降は 2019年と同じ年間スケジュール。ただし、計画 5年目の 2022 年度

は、次期計画の策定に向けたプロセスのなかで実施内容を検討 

（３）海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進していく観点から、参与会議全体で議

論を進めていくこととする。なお、必要な場合には主要施策に関して担当する参与

を決めとともに、その下で集中的な議論を行う場（ワーキンググループ）を設ける

ことができる。

（４）事務局は、参与会議における議論が効果的・効率的に進められるように、関係省庁

との総合調整や関係参与との調整等にあたることとする。

４． 工程表等の公表等 

（１）関係府省は、参与会議における審議結果等を参考に、個別施策評価書及び工程表の

見直しを行い、総合海洋政策推進事務局はその内容を公表する。

（２）また、個別施策評価書に基づき年次報告を作成し、公表する。
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 Plan

 Do

 Check

 Act

（別紙１） ＰＤＣＡサイクルの実施内容・スケジュール等

★平成３０年５月
海洋基本計画第２部講ずべき施策※１

具体的目標※２の設定
（数値目標、定性的な目標等）

工程表（政策群※３）の作成※４

 目標及びその達成に向けて
解決すべき課題

 取組内容及びスケジュール
 実施体制
 指標の選定

関係府省庁が連携して施策を実施

★平成３０年（７～９月頃）

参与会議への報告・審議

※１ 海洋基本計画第２部に記載された施策単位（以下「個別施策」と表記）
※２ 計画上の時間軸や計画期間の先を見据えるなどの工夫をしつつ設定
※３ 共通の目標・目的をもった施策のまとまり
※４ 工程表の作成・自己評価・見直し等は、担当する各府省にて実施

★平成３１年以降

個別施策※１の実施状況・評価の取りまとめ

★毎年２月の参与会議で暫定報告を実施

★毎年６月目途

参与会議への報告・審議※５

「海の日」を目途に年次報告として公表

★基本計画２年目以降

工程表の自己評価・見直し※４

必要に応じて
個別施策の実施手法等の見直し 工程表の見直し・公表等※６

★毎年９月目途
参与会議への報告・審議※５

要すれば、ＰＴで議論

基本計画最終年度における工程表の自己評価等については、
次期基本計画の策定の検討プロセスにおいて実施予定

所要の修正後（１０月目途）に公表

※５ 参与会議における審議結果等を取りまとめて参与会議意見書に反映

※６
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．
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．
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４
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資

源
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切

な
管

理
と

水
産

業
の

成
長

産
業

化

ア
水

産
資

源
の

適
切

な
管

理

イ
水

産
業

の
成

長
産

業
化

ウ
流

通
機

構
の

改
革

と
水

産
物

輸
出

の
促

進

エ
漁

港
・
漁

場
・
漁

村
の

総
合
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整

備
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国

境
監

視
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を

始
め
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す

る
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発
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カ
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業
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漁

村
の

活
性
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え
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組

３
．

海
洋

環
境
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維

持
・
保

全
３

．
海

洋
環

境
の

維
持

・
保

全

（
１
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海

洋
環

境
の

保
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等

ア
生
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確

保
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の
推

進

イ
気

候
変

動
・
海

洋
酸

性
化

へ
の

対
応

ウ
海

洋
ご

み
へ

の
対

応

エ
海

洋
汚

染
の

防
止

オ
放

射
線

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

等

カ
海

洋
の

開
発

・
利

用
と

環
境

の
保

全
と

の
調

和

（
２

）
沿

岸
域

の
総

合
的

管
理

ア
沿

岸
域

の
総

合
的

管
理

の
推

進

イ
陸

域
と

海
域

と
の

一
体

的
・
総

合
的

な
管

理
の

推
進

ウ
閉

鎖
性

海
域

で
の

沿
岸

域
管

理
の

推
進

エ
沿

岸
域

に
お

け
る

利
用

調
整

４
．

海
洋

状
況

把
握

（
M

D
A

）
の

能
力

強
化

４
．

海
洋

状
況

把
握

（
M

D
A

）
の

能
力

強
化

（
１

）
情

報
収

集
体

制

（
２

）
情

報
の

集
約

・
共

有
体

制

（
３

）
国

際
連

携
・
国

際
協

力
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．
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の
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１

．
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洋
の

安
全

保
障

（
１

）
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が
国

の
領

海
等

に
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け
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国
益

の
確

保

ア
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が
国

自
身

の
抑

止
力

・
対

処
力

及
び

海
上

法
執

行
能

力
の

向
上

イ
外

交
的

取
組

を
通

じ
た

主
権

・
海

洋
権

益
の

確
保

ウ
同

盟
国

・
友

好
国

と
の

連
携

強
化

エ
情

報
収

集
・
分

析
・
共

有
体

制
の

構
築

オ
海

上
交

通
に

お
け

る
安

全
の

確
保

カ
海

洋
由

来
の

自
然

災
害

へ
の

対
応

（
２

）
我

が
国

の
重

要
な

シ
ー

レ
ー

ン
の

安
定

的
利

用
の

確
保

ア
我

が
国

の
重

要
な

シ
ー

レ
ー

ン
に

お
け

る
取

組

イ
情

報
収

集
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集

約
・
共

有
体

制
の

強
化

ウ
能

力
構

築
支

援
等

（
３

）
国

際
的

な
海

洋
秩

序
の

強
化

ア
「
法

の
支

配
」
の

貫
徹

に
向

け
た

外
交

的
取

組
の

強
化

イ
戦

略
的

な
情

報
発

信
の

強
化

ウ
政

府
間

の
国

際
連

携
の

強
化

２
．

海
洋

の
産

業
利

用
の

促
進

２
．

海
洋

の
産

業
利

用
の

促
進
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１
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海

洋
資

源
の

開
発
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利
用

の
促

進

ア
メ

タ
ン

ハ
イ

ド
レ

ー
ト

イ
石

油
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天

然
ガ
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ウ
海

洋
鉱

物
資

源

エ
海

洋
由

来
の

再
生

可
能

エ
ネ
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２
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海

洋
産

業
の

振
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国
際
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の
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海

洋
産

業
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際

競
争
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の

強
化

イ
海

洋
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用
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拡

大
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紙

4
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施
策

群
、

目
標
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標
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、
関

係
府

省
と

協
議

し
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５
．

離
島

の
保

全
等

及
び

排
他

的
経

済
水

域
等

の
開

発
等

の
推

進
５

．
離

島
の

保
全

等
及

び
排

他
的

経
済

水
域

等
の

開
発

等
の

推
進

（
１

）
海

洋
調

査
の

推
進

ア
海

洋
調

査
の

戦
略

的
取

組

イ
気

候
変

動
・
海

洋
環

境
の

把
握

の
た

め
の

調
査

等

ウ
自

然
災

害
に

よ
る

被
害

軽
減

の
た

め
の

調
査

等

（
２

）
海

洋
科

学
技

術
に

関
す

る
研

究
開

発
の

推
進

等

ア
国

と
し

て
取

り
組

む
べ

き
重

要
課

題
に

対
す

る
研

究
開

発
の

推
進

イ
基

礎
研

究
及

び
中

長
期

的
視

点
に

立
っ

た
研

究
開

発
の

推
進

ウ
海

洋
科

学
技

術
の

共
通

基
盤

の
充

実
及

び
強

化

６
．

離
島

の
保

全
等

及
び

排
他

的
経

済
水

域
等

の
開

発
等

の
推

進
６

．
離

島
の

保
全

等
及

び
排

他
的

経
済

水
域

等
の

開
発

等
の

推
進

（
１

）
離

島
の

保
全

等

ア
国

境
離

島
の

保
全

・
管

理

①
国

境
離

島
及

び
低

潮
線

の
安

定
的

な
保

全
・
管

理
の

推
進

②
離

島
に

お
け

る
安

全
確

保
や

観
測

活
動

の
実

施

③
離

島
及

び
周

辺
海

域
の

自
然

環
境

の
保

全

イ
離

島
の

振
興

（
２

）
排

他
的

経
済

水
域

等
の

開
発

等
の

推
進

ア
排

他
的

経
済

水
域

等
の

確
保

等

イ
排

他
的

経
済

水
域

等
の

有
効

な
利

用
等

の
推

進
の

た
め

の
基

盤
・

環
境

整
備

７
．

北
極

政
策

の
推

進
７

．
北

極
政

策
の

推
進

（
１

）
研

究
開

発

ア
北

極
域

研
究

に
関

す
る

取
組

の
強

化

イ
北

極
域

に
関

す
る

観
測

・
研

究
体

制
の

強
化

ウ
北

極
域

に
関

す
る

国
際

的
な

科
学

技
術

協
力

の
推

進

エ
北

極
域

の
諸

問
題

解
決

に
貢

献
す

る
人

材
の

育
成

（
２

）
国

際
協

力

ア
「
法

の
支

配
」
に

基
づ

く
国

際
ル

ー
ル

形
成

へ
の

積
極

的
な

参
画

イ
北

極
圏

国
等

と
の

二
国

間
、

多
国

間
で

の
協

力
の

拡
大

ウ
北

極
評

議
会

（
Ａ

Ｃ
）
の

活
動

に
対

す
る

一
層

の
貢

献
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（
３

）
持

続
的

な
利

用

ア
北

極
海

航
路

の
利

活
用

イ
北

極
海

の
海

洋
環

境
保

全
の

確
保

ウ
北

極
域

の
持

続
的

な
海

洋
経

済
振

興

８
．

国
際

的
な

連
携

の
確

保
及

び
国

際
協

力
の

推
進

８
．

国
際

的
な

連
携

の
確

保
及

び
国

際
協

力
の

推
進

（
１

）
海

洋
の

秩
序

形
成

・
発

展

（
２

）
海

洋
に

関
す

る
国

際
的

連
携

（
３

）
海

洋
に

関
す

る
国

際
協

力

９
．

海
洋

人
材

の
育

成
と

国
民

の
理

解
の

増
進

９
．

海
洋

人
材

の
育

成
と

国
民

の
理

解
の

増
進

（
１

）
海

洋
立

国
を

支
え

る
専

門
人

材
の

育
成

と
確

保

ア
海

洋
開

発
の

基
盤

と
な

る
人

材
の

育
成

イ
造

船
業

・
舶

用
工

業
に

関
わ

る
人

材
の

育
成

ウ
船

員
等

の
育

成
・
確

保

エ
海

洋
土

木
の

担
い

手
の

育
成

・
確

保

オ
水

産
業

の
担

い
手

の
育

成
・
確

保

カ
横

断
的

に
講

ず
べ

き
施

策

（
２

）
子

ど
も

や
若

者
に

対
す

る
海

洋
に

関
す

る
教

育
の

推
進

（
３

）
海

洋
に

関
す

る
国

民
の

理
解

の
増

進
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資料３－２ 

プロジェクトチーム（ＰＴ）方式による検討課題（案） 

ＭＤＡ（海洋状況把握）の取組を活用した 

国境離島の状況把握等に関するＰＴについて 

（目的） 

領海及び排他的経済水域等の外縁を根拠付ける国境離島の重要性に

鑑み、国境離島の保全上重要と考えられる領海基線近傍の土地につい

て、現在の状況把握に係る取組を踏まえつつ、ＭＤＡの取組を活用し

た今後の効率的な状況把握等に向けた検討を行う。 

（概要） 

 現在の国境離島の領海基線近傍の土地を対象とした状況把握を踏ま

え、国境離島の保全・管理の観点から、把握についての課題等を整理

する。併せて、国境離島の状況把握で得た情報共有などの点から、海

洋状況表示システムの活用等について検討する。 

なお、議論に当たっては、有識者、ＭＤＡの関係省庁、国境離島を所

管する関係省庁、海図・地図の作成機関等の参画を想定している。（状

況に応じて追加もあり得る。） 

（成果物） 

 限られた人的資源や予算の中で、ＭＤＡの取組を活用して、国境離

島の保全・管理の観点から、国境離島の領海基線近傍の土地を対象と

した状況把握や情報共有をいかに進めるかなど、必要な事項について、

意見する。 
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参 考 

○「第３期海洋基本計画（抄）」

４．海洋状況把握（ＭＤＡ）の能力強化 

（２）情報の集約・共有体制 

○海洋監視情報の集約・共有に当たっては、海洋監視情報の機密性に応じ、関係府省間で機動的かつ

迅速な情報共有が可能となる有機的な情報共有体制を構築していくとともに、漁業者からの情報提

供を始め、民間機関との連携も強化する。（内閣府、外務省、農林水産省、国交省、防衛省） 

６．離島の保全等及び排他的経済水域等の開発等の推進 

（１）離島の保全等 

ア 国境離島の保全・管理

① 国境離島及び低潮線の安定的な保全・管理の推進

○内閣府が中心となり関係省庁間で連携して、衛星画像等により国境離島の海岸線等の状況

を継続的に把握することにより、国境離島の適切な保全・管理を図る。（内閣府、文部科学

省、農林水産省、国土交通省、環境省、防衛省）
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資料３－２ 

プロジェクトチーム（ＰＴ）方式による検討課題（案） 

北極政策に関する PTについて 

（目的） 

第３期海洋基本計画において、「諸施策を重点的に推進する」とされた北極

政策について、現在の取組を踏まえ、今後の我が国の北極政策の在り方につ

いて検討を行う。 

（概要） 

研究開発、国際協力、持続的な利用に係る諸施策について、第３期海洋基本

計画第２部に記載された関係省庁、国立極地研究所、民間企業等からそれぞ

れの取組の報告を受けて議論する。 

（成果物） 

我が国のプレゼンスの向上等、北極をめぐる課題において我が国及び国際社

会の利益を確保するために、どのような対応策が求められているのか検討し、

意見する。 
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○「第３期海洋基本計画（抄）」

（４）北極政策の推進

我が国は北極の気候変動の影響を受けやすい地理的位置にあり、北極域における環境変化

の影響は我が国にとっても無関係ではない。他方、アジア地域において最も北極海に近いこ

とから、北極海航路の利活用、資源開発を始めとして経済的・商業的な機会を大きく享受し

得る環境にある。こうした状況を背景に、我が国が北極をめぐる課題への対応における主要

なプレイヤーとして国際社会に貢献していくことを目指して、平成27年10月に、基本方針と

なる「我が国の北極政策」を総合海洋政策本部において策定した。また、我が国民間企業に

おいて、ヤマルLNGプロジェクトに関連して北極海航路を利用するなど、具体的な動きが出

てきている。こうした状況を受け、同基本方針に基づき、我が国にとっての北極の重要性を

十分に認識し、観測・研究活動の推進を通じた地球規模課題の解決による我が国のプレゼン

スの向上、国際ルール形成への積極的な参画、我が国の国益に資する国際協力の推進等の観

点を踏まえ、研究開発、国際協力、持続的な利用に係る諸施策を重点的に推進する。その際、

北極に潜在する可能性と環境変化の脆弱性を適切に認識し、北極圏に居住する先住民の伝統

的な経済社会基盤の持続性を尊重する。 

まず、我が国は、長年にわたり、北極の環境変化について観測・研究開発を継続しており、

国際的な科学技術協力にも積極的に貢献してきた。平成30年度には、大学共同利用機関法人

情報・システム研究機構国立極地研究所のノルウェー・ニーオルスン基地がノルウェー政府

の協力を得て整備される予定であり、我が国が一層国際共同研究等を進める体制が整う。科

学技術は、北極政策を主導する上で我が国の最大の強みであり、国際ルール形成への参画、

国際協力の推進を実現していく上でも、極めて重要な手段となる。諸外国において、北極政

策に係る取組が活発化している情勢を踏まえ、我が国としても、切迫感を持って、観測・研

究体制や成果発信、国際連携の一層の強化を図り、地球規模課題の解決に貢献し、その中で

国際社会におけるプレゼンスの向上を図る。 

また、北極海を含む海洋においても、国連海洋法条約等関連する国際法が遵守されるとい

う「法の支配」の確保及び科学的根拠に基づく議論が重要であり、これを前提として、公海

部分における水産資源の保存管理等に関する国際ルール形成や北極海航路の利活用等に関

する環境整備において、我が国及び国際社会の利益を確保していく。 

さらに、北極域における環境変化の影響は、北極圏、非北極圏を問わず国際社会に様々な

課題をもたらしており、その対応には二国間及び多国間での国際協力が不可欠であり、北極

域における環境変化は、我が国周辺のみならず国際社会全体に影響を及ぼし得るため、国際

協調を基調とする北極政策を切り口に、様々な外交機会を捉えて協力関係を築き、我が国の

国益に資する国際環境を創出していく。 
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資料３-２ 

プロジェクトチーム（ＰＴ）方式による検討課題（案） 

 

海洋プラスチックごみ対策ＰＴ 

 

（目的） 

マイクロプラスチックを含めた海洋ごみ問題に対する国内外の関心の高まり

のなか、国内的には、本年度末に向けて海岸漂着物対策推進法の一部改正に

基づく「基本方針」の改訂や、第 4次循環型社会形成推進基本計画を踏まえ

た「プラスチック資源循環戦略」の策定の動きが本格化する。さらには、

2019年 6月開催予定のＧ２０大阪において、海洋ごみ問題が議題として取り

上げられ、国内対策とともに国際的な連携・協力の加速化も求められてい

る。本ＰＴでは、こうした動きを踏まえ、海洋プラスチックごみの削減を通

じた海洋環境の保全のために取り組むべき方策について検討することを目的

とする。 

 

（概要） 

関係省庁から、現行施策、国際的な動き、今後の予定等について、また、海

洋ごみ対策に取り組む地方自治体や民間団体から現状や課題について報告を

受け、有識者や関係省庁の参画を得て議論する。 

 

（成果物等） 

国内外の様々な動きにも適時的確に対応できるよう、必要に応じて中間報告

の取り纏めも行い関係機関にインプットを行うとともに、海洋プラスチック

ごみ対策に関して今後取り組むべき方策等について意見する。 
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○「第３期海洋基本計画（抄）」 

 

第１部 海洋政策のあり方 

２－２ 海洋に主要施策の基本的な方針 

（２）海洋環境の維持・保全 

ア SDGs等国際枠組を活かした海洋環境保全  

かけがえのない海洋環境を保全していくため、SDGs等を始めとする様々な国際枠組

の下で、適切な海洋保護区の設定、脆弱な生態系の保全、海洋汚染の防止、海洋ごみ

対策、気候変動への対応等を推進していく。その際には、予防的アプローチの考え方

も取り入れ、科学的な知見に基づく海洋の持続可能な開発・利用と保全を基本とする

我が国の考え方を適切に反映させつつ、海洋環境保全に積極的に貢献していく。 

 

第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

３．海洋環境の維持・保全  

（１）海洋環境の保全等 

ウ 海洋ごみへの対応  

○ 海洋ごみ（漂着ごみ、漂流ごみ、海底ごみ）について、良好な景観や環境の保全等を

図るため、実態等が未解明で実質的な回収が困難なマイクロプラスチックへの対応

も含め、その削減に向け、多様な主体の参画や連携の下、実態把握、回収処理や発生

抑制対策、国際連携を総合的に推進していく。（外務省、文部科学省、農林水産省、

国土交通省、環境省）  

○ マイクロプラスチックを含む海洋ごみについて、海洋中の分布状況や有害物質の吸

着状況、海洋生物や生態系への影響等の調査研究を継続的に実施する。（文部科学

省、環境省）  

○ マイクロプラスチックを含む海洋ごみのモニタリング方法の高度化等の研究開発を

推進する。（文部科学省、環境省）  

○ 地方公共団体や事業者等による地域の実情に応じた海洋ごみの回収・処理や、海洋

ごみの処理に必要な廃棄物処理施設の整備等を支援する。（農林水産省、環境省） 

○ 災害時等における海岸管理者等による緊急的な流木等の処理を支援する。（農林水

産省、国土交通省、環境省） 

○ 海洋環境の保全を図るため、漂流ごみや油の回収・処理を実施する。（国土交通省） 

○ 国外起因の廃ポリタンク等の海岸漂着物について、実態把握を行うとともに、必要

に応じて発生国への申入れ等の対応を行う。（外務省、環境省） 

○ 陸域から河川等を通じて海域に流入するごみを含めた海洋ごみの発生抑制の更なる

推進のため、使い捨てプラスチック容器包装等の廃棄物の発生抑制（リデュース）や

再資源化（リサイクル）、いわゆるポイ捨てを含む不法投棄の防止、河川美化等につ

いて、教育やライフスタイルの観点も念頭に置きつつ、関係機関が連携して、普及啓

発を含めて総合的に対策を講ずる。（国土交通省、環境省） 

○ Ｇ７での取組等を踏まえ、マイクロプラスチックに関するモニタリング手法の国際

的な調和の推進等を通じて、地球規模での分布状況の解明に貢献する。（環境省）  

○ 国際枠組等における海洋ごみに関する調査研究、人材育成等に関する協力を通じて、

特にアジア地域における海洋ごみの実態把握や排出削減に貢献する。（環境省）  
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資料３－３ 

スタディグループ方式による検討課題（案）

シーレーン諸国との海洋産業協力の深化に関する研究会について

（目的） 

東南アジア、インド洋諸国等、我が国の経済にとって重要なシーレーン諸国

との間で海洋を介在した産業協力を深化させるための方策について検討を行

う。 

（メンバー）

経産省（エネルギー、産業協力）、国交省港湾局（港湾運営権）、国交省海事

局（海運、造船）、外務省他関係省庁、関連する独立行政法人、商社、ゼネコ

ン・マリコン・エンジニアリング・造船等関係企業

（成果物） 

輸出案件及び支援制度に関するヒアリングを行い、現状・課題・提言等を報

告書にまとめる。 
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資料３－３ 

スタディグループ方式による検討課題（案）

海洋科学技術に関する研究会について 

（目的） 

海洋科学技術に関する研究成果を行政ニーズに活かすために必要なこと、長

期的な研究開発成果の創出に向けて国として取り組むべき課題等を検討し、

海洋科学技術に関する今後の政策の在り方について検討する。 

（内容） 

研究機関、大学等より海洋科学技術に関する取組（第３期海洋基本計画、統

合イノベーション戦略等に記載のデータ連携基盤や SIP（革新的深海資源調査

技術）の取組、その他海洋科学技術に関する取組全般を指す）について報告を

受ける場を設け、現状・課題等をまとめる。 
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